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１ー１ 条例改正の背景（給水装置、排水設備、ガス内管）

３

排水設備

給水装置

１ 条例改正の背景について

・令和６年１月の能登半島地震の際、被災地全域（能登半
島６市町）で地元市町の工事事業者が被災したことや工事
需要が被災地全域に集中したことにより、宅内配管工事を
担う工事事業者が不足し復旧が大幅に遅れた。災害時にお
ける工事事業者の確保のため、令和７年４月に国土交通省
より給水装置、排水設備について、技術的助言がなされた。

・現条例では本市指定の工事事業者以外の者は、宅内配管
工事を施行できない。

・他市が指定した工事事業者も宅内配管工事を施行できる
条例改正を行うことで市民生活の早期正常化を図ることが
できる。

・給水装置、排水設備と同様に、ガス内管に関する条例を
改正する。

条例改正の背景



１ー２ 給水装置、排水設備、ガス内管の資産区分と施行範囲

４

議案第４４号 議案第４６号

〇お客様の資産区分は、給水装置・排水設備・ガス内管により
異なる。

〇条例改正に該当する施行範囲については、図の赤線で記した範囲
・給水装置（水道）：水道本管分岐から宅地内給水栓まで
・排水設備（下水道）：公共汚水桝から宅地内排水機器まで
・ガス内管：官民境界から宅地内ガス栓まで

１ 条例改正の背景について

議案第４５号



大津市水道事業給水条例第１４条第１項

工事は市又は法第１６条の２第１
項の規定による指定を受けた者（以
下「指定給水装置工事事業者」とい
う。）が施行する。

工事は、市又は公営企業管理者から法第１６条
の２第１項の規定による指定を受けた者（以下
「指定給水装置工事事業者」という。）が施行す
る。ただし、災害その他非常の場合において、公
営企業管理者が他の水道事業者（法第３条第５項
に規定する水道事業者をいう。）又は当該他の水
道事業者から法第１６条の２第１項の規定による
指定を受けた者（次項において「他の水道事業者
等」と総称する。）が工事を施行する必要がある
と認めるときは、この限りでない。

改正前 改正後

２ー１ 大津市水道事業給水条例（議案第４４号）

※水道法第１６条の２第１項
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質
が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該
水道事業者の給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると
認められる者の指定をすることができる。

５

２ 条例の主たる改正内容について



大津市下水道条例第６条

排水設備等の新設等の工事は、公
営企業管理者が当該工事を適正に施
行することができると認めて指定し
た工事店（以下「下水道排水設備指
定工事店」という。）が行う。

排水設備等の新設等の工事は、公営企業管理者
が当該工事を適正に施行することができると認め
て指定した工事店（以下「下水道排水設備指定工
事店」という。）が行う。ただし、災害その他非
常の場合において、公営企業管理者が他の地方公
共団体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第
２９２号）第７条の規定により置かれた管理者を
含む。）の指定を受けた者が当該工事を施行する
必要があると認めるときは、この限りでない。

改正前 改正後

２ー２ 大津市下水道条例（議案第４５号）

６

２ 条例の主たる改正内容について



大津市ガス供給条例第４条第１項

供給施設は、使用者の所有となる
ものを含め、その工事は、本市が施
行する。

供給施設は、使用者の所有となるものを含め、
その工事は、本市が施行する。ただし、災害その
他非常の場合において、公営企業管理者が他の一
般ガス導管事業者（法第２条第６項に規定する一
般ガス導管事業者をいう。）が当該工事を施行す
る必要があると認めるときは、この限りでない。

改正前 改正後

２ー３ 大津市ガス供給条例（議案第４６号）

７

※一般ガス導管事業者とは、ガス事業法に定められたガス事業者であり、経済
産業大臣から一般ガス導管事業を営む許可を受けた者をいい、自らが維持・
運用する導管を通じて、供給区域内で託送供給を行う事業を担っている。
一般ガス導管事業者は、東京ガスネットワーク、東邦ガスネットワーク、
大阪ガスネットワーク、西部ガスを始め、全国に１９３者（大津市企業局も
含む。）

２ 条例の主たる改正内容について



３ー１ 条例改正後の復旧フロー
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・復旧依頼が集中
・指定工事事業者等が被災
・作業員が確保できない

本市指定工事事業者等に依頼
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・復旧依頼が集中
・指定工事事業者等が被災
・作業員が確保できない

施行可能な工事事業者等

他市町指定工事事業者等に依頼
（ガスの場合は一般ガス導管事業者）

改正後＜施行件数が多く、本市指定工事事業者等で対応が困難な場合＞

工事事業者等が少ないため復旧が長期化
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８

３ 条例改正後の運用等について



３ー２ その他運用面での対応策

（２）申請書の提出と簡素化

・災害その他非常の場合であっても、宅内配管復旧計画等を確認するための申請書を求める。
ただし、作成する手間や時間を省くため、簡素化を行う。

（３）国からの支援の活用

・災害その他非常の場合には、国や県の支援策に関わる動向を注視し、積極的な活用を図る。

９

・災害その他非常の場合は、滋賀県、日本水道協会、日本下水道協会及び他市町と連携、協力し、復旧
対応の可能な水道・下水道工事事業者の調査をする。

・調査に基づく工事事業者等のリストを本市ホームページ等に掲載し、市民や本市指定工事事業者に情
報を提供する。

・ガスについては、日本ガス協会と連携し、情報を提供する。

（１）工事事業者等の調査と情報の提供

３ 条例改正後の運用等について



４ー１ 大津市水道事業給水条例（議案第４４号）

10

４ 条例改正の新旧対照表
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４ 条例改正の新旧対照表

４ー１ 大津市水道事業給水条例（議案第４４号）
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４ 条例改正の新旧対照表

４ー１ 大津市水道事業給水条例（議案第４４号）



４ー２ 大津市下水道条例（議案第４５号）
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４ 条例改正の新旧対照表



４ー３ 大津市ガス供給条例（議案第４６号）
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４ 条例改正の新旧対照表


